
平成 24年 6月 25日 判決言渡 同 日原本領収 裁 判所書記官 大
嶋由美

平成 21年 171第13947号  損 害賠償等請求事件 (本訴)

平成 22年 (ワ)第15675号  損 害賠償請求事件 (反訴)

平成 22年 (ワ)第15676号  損 害賠償請求事件 (第2事 件)

平成 22年 (勁第 47601号  損 害賠償請求事件 (第3事 件)

口頭弁論終結 日 平 成 24年 4月 16日

当 事  者

判      決

別紙当事者 目録記載のとお り

1 本 訴被告 ミクル株式会社は,本 訴原告株式会社 Ginzaに 対 し, 10万 円

及びこれに対する平成 21年 5月 20日 か ら支払済みまで年 5分 の割合による

金員を支払え。

2 本 訴原告株式会社 Ginzaの その余の請求をいずれも棄却する。

3 本 訴原告株式会社Ginza及 び第 3事 件被告永海克也は,本 訴被告 ミクル

株式会社に対 し,連 帯 して, 110万 円及びこれに対する本訴原告株式会社 G

inzaに ついては平成 22年 5月 1日 から,第 3事 件被告永海克也について

は平成 23年 2月 17日 か らそれぞれ支払済みまで年 5分 の害1合による金員を

支払え。

4 本 訴被告 ミクル株式会社のその余の請求をいずれも棄却する。

5 本 訴原告株式会社 Ginza及 び第 3事 件被告永海克也は,第 2事 件及び第

3事 件原告福井直樹に対 し,連 帯 して, 55万 円及びこれに対する本訴原告株

式会社 Ginzaに ついては平成 22年 5月 1日 から,第 3事 件被告永海克也

については平成 23年 2月 17日 からそれぞれ支払済みまで年 5分 の害J合によ

る金員を支払え。

6 第 2事 件及び第 3事 件原告福井直樹のその余の請求をいずれも棄去「する。

7(1)本 訴請求及び反訴請求につき生 じた訴訟費用は,こ れを4分 し,そ の 1を
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本訴被告 ミクル株式会社の,そ の余を本訴原告株式会社 Ginzaの 負担と

する。

(2)第 2事 件につき生 じた訴訟費用は,こ れを 20分 し,そ の 1を 本訴原告株

式会社Ginzaの 負担 とし,その余を第 2事 件原告福井直樹の負担 とする。

(3)第 3事 件につき生 じた訴訟費用は,こ れを 10分 し,そ の 1を 第 3事 件被

告永海克也の負担 とし,そ の余を第 3事 件原告 らの負担 とする。

8 こ の判決は,第 1項 ,第 3項 ,第 5項 に限 り,仮 に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請 求

1 本 訴請求

(1)本 訴被告 ミクル株式会社は,本 訴原告株式会社 Ginzaに 対 し, 300

0万 円及びこれに対する平成 21年 5月 20日 か ら支払済みまで年 5分 の割

合による金員を支払え。

(2)本 訴被告 ミクル株式会社は,「 マンションコミュニティ」 と題するインタ

ーネ ット掲示板における別紙削除請求投稿 目録記載の各投稿を削除せよ。

訴訟費用は本訴被告 ミクル株式会社の負担 とする。

仮執行宣言

2 反 訴請求

(1)反 訴被告株式会社 Ginzaは ,反 訴原告 ミクル株式会社に対 し,第 3事

件被告永海克也 と連帯 して,1000万 円及びこれに対す る平成 22年 5月

1日 か ら支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 え。

(2)訴 訟費用は反訴被告株式会社 Ginzaの 負担 とす る。

(3)仮 執行宣言

3 第 2事 件

(1)被 告株式会社 Ginzaは ,原 告福井直樹 に対 し,第 3事 件被告永海克也

と連帯 して, 10oo万 円及び これに対す る平成 22年 5月 1日 か ら支払済
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みまで年 5分 の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告株式会社Ginzaの 負担とする。

仮執行宣言

第 3事件

(1)被 告永海克也は,原 告株式会社ミクル及び原告福井直樹に対し,本 訴原告

株式会社Ginzaと 連帯して,そ れぞれ 1000万 円及びこれに対する平

成 23年 2月 17日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払え。

(2)訴 訟費用は被告永海克也の負担とする。

(3)仮 執行宣言

第 2 事 案の概要

1 本 件本訴について

本件本訴は,本 訴原告 (反訴被告 ・第 2事件被告).株式会社Ginza(以

下 「原告会社」という。)が ,本 訴被告 (反訴原告
・第 3事件原告)株 式会社

ミクル (以下 「被告会社」という。)の 運営する 「イ
ースミカ」と題するイン

ターネット上に開設された掲示板 (以下 「本件掲示板」という。)に 原告会社

の名誉を毀損する内容の投稿がされていたにもかかわらず,被 告会社がこれを

削除しないで放置した結果, 6000万 円の損害が生じた旨主張し,不 法行為

による損害賠償請求権に基づき上記損害の
一部である3000万 円及びこれに

対する訴状送達の日の翌日である平成 21年 5月 20日 から支払済みまで民法

所定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民 法 723条

に基づき,被 告会社が運営している 「マンションコミュニティ」と題する掲示

板に存在している別紙削除請求投稿目録記載の各投稿の削除を求めた事案であ

る。

2 本 件反訴,第 2事件,第 3事件について

本件反訴,第 2事件及び第 3事件は,第 3事 件被告永海克也及び原告会社の

従業員 (以下,第 3事 件被告永海克也を 「第 3事件被告永海」といい,第 3事
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件被告永海及び原告会社の他の従業員を同社と併せて
「原告会社等」という。)

が被告会社の運営する本件掲示板に被告会社及び被告会社の代表取締役
である

第 2事 件 ・第 3事件原告福井直樹 (以下 「第 2事件等原告福井」と
いい,被 告

会社と第 2事件等原告福井を併せて 「被告会社ら」という。)の 信用ないし名

誉を毀損する投稿をしたり,本 件掲示板の目的とは無関係の投稿を繰り返し行

い,本 件掲示板の運営業務を妨害するなどした結果,被 告会社らにそれぞれ 1

000万 円の損害が生じた旨主張し,民 法 709条 , 719条 ないし715条

による損害賠償請求権に基づき,そ れぞれ原告会社に対して 1000万 円及び

これに対する訴状送達の日の翌日である平成 22年 5月 1日 から支払済みまで

良法所定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに (本件反訴

及び第 2事件),上 記投稿を行つた第 3事件被告永海に対しても民法 709条

に基づき,そ れぞれ 1000万 円及び訴状送達の日の翌日である平成 23年 2

月 17日 から支払済みまで民法所定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を

求めた事案 (第3事件)で ある。

3 前 提事実 (当事者間に争いがないか,証 拠等により容易に認められる事実。

以下 「本件前提事実等」という。)

(1)当 事者等

ア 原 告会社等について

原告会社は,給 水 ・排水設備,衛 生設備の設計施工等を目的とする株式

会社である (なお,原 告会社は元々 「ケ
ーアールケー株式会社」という商

号であつたが,そ の後,平 成 20年 9月 1日 に 「リモ
ー ド銀座株式会社」

に商号変更し,さ らに,平 成 21年 10月 21日 に現在の商号へと商号変

更を行つたものである。以下,「 原告会社」という場合には,商 号変更の

前後を問わないものとする。)。

第 3事件被告永海は,原 告会社の従業員である。

イ 被 告会社らについて
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被告会社は,情 報提供サ
ービスの企画,電 子掲示板サ

ービスの運営等の

業務を行うことを目的とする株式会社であり,住 宅のリフォ
ームを検討し

ている者同士がリフォームに関する情報を交換することを目的とした本件

掲示板等の運営を行つていた。

第 2事件等原告福井は,被 告会社の代表取締役である。

(2)本 件掲示板に対する投稿について

本件掲示板には,別 紙主張整理表 1,同 表 2-1な いし2-12及 び同表

3の投稿日時欄の各年月日に,投 稿内容欄記載の各投稿が行われた (なお,

別紙主張整理表 2-1な いし2-12及 び同表 3の各投稿は,投 稿者名欄記

載の各投稿者名で書き込まれたものである。以下,別 紙主張整理表 1記載の

各投稿を 「本訴関係投稿」と,同 表 2-1な いし2-12及 び同表 3の各投

稿を 「反訴等関係投稿」という。)。

(3)原 告会社に対する行政処分等

東京都は,平 成 17年 7月 12日 付で,原 告会社に対し特定商取引に関す

る法律第 7条 に基づく指示及び東京都消費生活条例第48条 に基づく勧告を

行つた (以下,上 記指示及び勧告を併せて 「本件処分」という。)。

これに対し,原 告会社は,本 件処分の取消等を求めて,東 京地方裁判所に

訴訟を提起した (当庁平成 17年 (行ウ)第 640号 等)も のの,同請求は,

平成 20年 3月 14日 付の判決においていずれも却下ないし棄却され,同 判

決は,平 成 22年 12月 24日 の上告棄却決定及び上告不受理決定によつて

確定した (最高裁判所平成 21年 (行ツ)第 205号 等)。

(4)本 件掲示板の閉鎖等について

被告会社は,平 成22年 3月 8日,本件掲示板のうち,原 告会社に関連す

るスレッド (ある特定の話題,テ ーマに関する投稿の集まりのことを指す。

以下同じ。)の うち,「 リモード銀座の定額パックでリフォームされた方,

いかがですか?」 と題するスレッドについては閉鎖 (投稿を禁止し,閲 覧の
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みを可能 とする状態を指す。以下同じ。)し ,他 のスレッドに
ついてはいず

れも削除 した。

そ して,被 告会社は,同 年 6月 15日 ,上 記の閉鎖 された
スレッドを含む

本件掲示板の全てのコンテンツを 「マンション
コミュニテイ」 と題するイン

ターネ ッ ト上の掲示板に移行 し,本 件掲示板のコンテンツを全て削除 した。

4 争 点

(本訴関係)

(1)本 訴関係投稿が原告会社の名誉ない し信用を毀損するか否か (争点 1)

(2)本 訴関係投稿の削除義務の有無 (争点 2)

(3)被 告会社は原告会社め権利が侵害 されていることを知つていたか,あ るい

は,知 ることができたと認ゆるに足りる相当な理由が存在するか (争点 3)

(4)本 訴関係投稿が名誉ないし信用毀損の免責要件を満たすか否か (争点4)

(5)原 告会社に生じた損害額 (争点 5)          ′

(反訴,第 2事件及び第 3事件関係)

(6)反 訴等関係投稿を行つたのが原告会社等であるか否か (争点 6)

(7)反 訴等関係投稿の違法性の有無 (争点 7)

(8)被 告会社及び第 2事件等原告福井に生じた損害額 (争点 8)

5 争 点に関する当事者の主張

(1)争 点 1(本 訴関係投稿が原告会社の名誉ないし信用を毀損するか否か)

(原告会社)

本訴関係投稿は,別 紙主張整理表 1の 「原告会社の主張」欄に記載のとお

り,原 告会社の名誉ないし信用を毀損するものである。

(被告会社)

別紙主張整理表 1の 「被告会社の反論」欄に記載のとおり,本 訴関係投稿

の中には,明 らかに原告会社の名誉ないし信用を毀損するとは言えないもの

が含まれており,原 告の主張は理由がない。
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(2)争 点 2(本 訴関係投稿の削除義務の有無)に
ついて

(原告会社)

原告会社は被告会社に対 して本訴関係投稿についてたびたび削除要
求をし

たにもかかわらず,被 告会社はこれを無視し,本 訴関係投稿を削除する
こと

なく放置したことなどにかんがみれば,被 告会社は,原 告会社に対し,本 訴

関係投稿を削除する作為義務を負っていると解す
べきである。

(被告会社)

否認ないし争う。

(3)争 点 3(被 告会社は情報ヽの流通によつて原告会社の権利が侵害されている

ことを知つていたか,あ るいは;知 ることができたと認めるに足りる相当な

理由が存在するか否か)

(原告会社)

原告会社は,被 告会社に対し,本 訴関係投稿についての削除依頼を数回行

っていたのだから,被 告会社は情報の流通によつて原告の権利が侵害されて

いることを知つていたか,少 なくとも知ることができたと認めるに足りる相

当の理由が存在することは明らかであり,特 定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (以下 「法」という。)3

条 1項 の要件を満たす。

(被告会社)

否認ないし争う。

原告会社からの削除依頼は,い ずれも原告会社が削除依頼を行つたかどう

かが明らかでなかつたり,削 除を求める対象が明らかでなかつたりするもの

であつたことからすれば,原 告会社からの削除依頼があつたとしても,被 告

会社が情報の流通によつて原告会社の権利が侵害されていることを知り,ま

たは知ることができたと認めるに足りる相当の理由は存在しない。

(4)争 点 4(本 訴関係投稿が名誉ないし信用毀損の免責要件を満たすか否か)
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(被告会社)

本訴関係投稿は,い ずれも公共性の要件,真 実性の要件,相 当性
の要件を

満たすものであるから,い ずれの投稿についても違法性が阻却 され,当 該投

稿を削除 しなかつた被告会社が原告会社に対 して不法行為責任を負 う
ことに

はならない し,別 紙削除請求投稿 目録記載の各投稿についても削除義務を負

わない。

(原告会社)

争 う。

本訴関係投稿については明らかに原告会社の名誉,信 用を毀損する目的で

書き込まれたものや,何 らの根拠がなく書き込まれたものばか りであり,公

共性の要件や真実性 ・相当性の要件を満たさないことは明らかである。

(5)争 点 5(原 告会社に生 じた損害額)

(原告会社)

被告会社が本訴関係投稿を放置 した結果,原 告会社には,契 約解除による

4000万 円の財産的損害 と,信 用毀損による 2000万 円の無形損害の合

計 6000万 円の損害が生 じた。

(被告会社)

否認ない し争 う。

原告会社に財産的損害が生 じていたとしても,そ れは原告会社が本件処分

を受けたことによつて生 じたものであるから,被 告会社が本訴関係投稿を放

置 したことと上記損害 との間に因果関係は存在 しない。     '

(6)争 点 6(反 訴等関係投稿を行つたのが原告会社等であるか否か)

(被告会社 ら)

反訴等関係投稿 を行つたのは,い ずれ も原告会社等であることは明 ら

かである。 なお,主 張整理表 2-12記 載の各投稿は 「朝岡」を名乗 る

第 3事 件被告永海 ない し原告会社の従業員によつて行われた ものである。
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(原告会社及び第 3事 件被告永海)

一部の投稿が第 3事 件被告永海及が原告会社の従業員である西川博文,

大西によるものであることは認めるが,そ の余の投稿については否認す

る (別紙主張整理表 2及 び主張整理表 3の 「原告会社等の認否
・反論」

欄に 「永海投稿」,「 西川投稿」ないし 「大西投稿」とあるのは,そ れ

ぞれ永海,西 川ないし大西が投稿 したことを認めるものである。)。

(7)争 点 7(反 訴等関係投稿の違法性の有無)

(被告会社ら)

原告会社等による投稿は,① 第二者への誹謗中傷,脅 迫,② 特定企業
への

誹謗中傷,脅 迫,信 用毀損,③ 他人になりすました投稿,④ 同
一内容を繰り

返して書き込む行為 (以下 「マルチポス ト行為」という。)に よつて,本 件

掲示板の本来の機能を阻害し,被 告会社の掲示板運営に支障を及ぼした。

また,⑤ 本件掲示板運営者への誹謗中傷,脅 迫,⑥ 第 2事件等原告福井に

対する誹謗中傷,脅 迫によつて被告会社の社会的信用を毀損するとともに,

第 2事件等原告の名誉を毀損した。

そして,か かる投稿は,原 告会社の営業部長である第 3事件被告永海が先

頭となつて行つたものであることからすれば,原 告会社の業務活動の
一環と

して組織的に行われた行為であるというべきであつて,原 告会社自身につい

て709条 の不法行為責任が成立する。

また,反 訴等関係投稿は,い ずれも第 3事件被告永海をはじめとする原告

会社の従業員が原告会社の事業の執行について行つたものである以上,原 告

会社は反訴等関係投稿によつて生じた損害について使用者責任を負う。

(原告会社及び第 3事件被告永海)

否認ないし争う。

そもそも反訴等関係投稿のうち,第 二者や被告会社らの信用,名 誉を毀損

するとはいえない投稿が存在する。
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また,第 二者や被告会社らの信用,名 誉を毀損するとしても,原 告
会社等

の投稿は,そ の投稿回数や頻度に照らしても,本 件掲示板にお
いて行われた

原告会社への誹謗中傷への反論権の行使の範囲内として許容される
べきもの

であり,違 法性が阻却される。

(8)争 点 8(被 告会社等に生じた損害額)

(被告会社ら)

原告会社等の行為によつて,被 告会社及び第 2事件等原告福井には,そ れぞ

れ 1000万 円の損害が生じた。

(原告会社及び第 3事件被告永海)

否認ないし争う。

第 3 当 裁判所の判断

1 争 点 1(本 訴関係投稿が原告の名誉ないし信用を毀損するか否か)

(1)あ る表現の意味内容が証拠等をもつてその存否を決することが可能な他人

に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,

当該表現は上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当

であり,他 方,上 記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善

悪,優 劣についての批評や論議などは,意 見ないし論評の表明に属するとい

うべきであり (最高裁判所平成 9年 9月 9日 第二小法廷判決
・民集 51巻 8

号 3804頁 ,同 平成 16年 7月 15日 第
一小法廷判決 ・民集 58巻 5号 1

615頁 参照),また,当該表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させる

ものであるかどうかは,当 該表現についての
一般の読者の普通の注意と読み

方を基準として判断すべきと解するのが相当である (最高裁判所昭和 31年

7月 20日 第二小法廷判決 ・民集 10巻 8号 1059頁 参照)。

そこで,か かる観点から本訴関係投稿について検討する (以下,「 番

号」とは別紙主張整理表 1の 番号欄記載の各番号を指すものとする。)。

(2)番 号 1の 投稿は,原 告会社がケ
ーアールケーという商号で活動をして
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いた際に,東 京都か ら勧告 を受けた会社であるとい う事実を前提 に,原

告会社 との契約には注意が必要であるとい う旨の論評 を行 つたものであ

ると認 められ ,同 論評は,原 告会社が法令に反す る行為を行つたために

勧告を受けた会社であることか ら,契 約は慎重に行わな くてはな らない

かのような印象を与えるものであ り,原 告会社の社会的評価 ,信 用を低

下 させ るもの と解す るのが相当である。

(3)番 号 2の 投稿は,番 号 1の 投稿 と同様 ,原 告会社が以前に東京都か ら

勧告を受けた会社であるとい う事実を前提に,原 告会社 との契約に際 し

ては家族 と相談す る方が良い とい う旨の論評 を行つたものであると認 め

られ,同 論評は,原 告会社が法令に反す る行為 を行つたために勧告 を受

けた会社であることか ら,契 約は慎重に行わなくてはな らないかのよ う

な印象を与えるものであ り,原 告会社の社会的評価 ,信 用を低下 させ る

もの と解す るのが相 当である。

(4)番 号 3の 投稿は,確 かに,消 費者センターに原告会社に対す る苦情が

117件 があつたことを摘示 しているが,投 稿全体 としてみた場合には,

む しろ,本 件処分の適法性 を争つていた原告会社 を擁護す る論評 となつ

ているのだか ら,同 投稿によつて原告の社会的評価が低下 した とは認め

られない。

(5)番 号 4の 投稿は,「 ちょっ と経営が,い配ですが…」 との記載があるも

のの,原 告会社の経営状態に不安があるとい う具体的な事実を摘示 した

ものではな く,ま た具体的な事実を前提に意見論評 を表明 したものでも

ないか ら,一 般の読者の普通の注意 と読み方に照 しても,直 ちに原告会社の

社会的評価 を低下 させ るもの とまでは認 め られない。

(6)番 号 5及 び 6の 投稿は,原 告会社について何 ら具体的な事実を摘示 し,

あるいは意見論評 を表明 した ものではないか ら,一 般の読者の普通の注意

と読み方に照 らしても,原 告会社の社会的評価 を低下 させ るものではない。
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(7)番 号 7の 投稿は,原 告会社の勧誘方法に問題があると
いう事実を明確

に摘示したものではないが,同投稿が行われる以前に,本件掲示板では,

上記番号 1, 2の とお り,原 告会社が訪問販売の会社であり東京都から

本件処分を受けたことが摘示されている。

そうすると,本 件掲示板を開覧している
一般の読者の普通の注意と読

み方に照らせば,番号 7の 投稿は,原告会社が強引な勧誘を行つており,

従業員から勧誘を受けたら最終的には契約を締結させられるという事実

を摘示したものと解するのが相当である。そして,こ のような事実摘示

が原告会社の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。

(8)番 号 8の 投稿は,原 告会社と契約をした消費者から東京都に対して相

談が行われている事実及びその件数や内容を摘示することによつて,原

告会社が強引な勧誘等を行 う会社であるかのような印象を与えるもので

あるから,一 般の読者の普通の注意と読み方に照らせば,原 告会社の社会

的評価を低下させるものといえる。

(9)番 号 9な いし11の 各投稿は,原 告会社ではなく,原 告会社従業員に

対して向けられたものであり,そ の内容も,原 告会社に対して批判的な

投稿について個別に反論していた原告会社の従業員に対して適切な対応

策をア ドバイスするものであるから,一 般の読者の普通の注意と読み方に

照らしても,直 ちに原告会社の社会的評価を低下させるものとまでは認め

られない。

は0 番 号 12の 投稿は,番 号 7の 投稿と同様に,本 件掲示板を閲覧してい

る一般の読者の普通の注意と読み方に照らせば,原 告会社の従業員が高

齢者相手に強引な勧誘を行つている旨の事実を摘示したものであると解

するのが相当であるから,原 告会社の社会的評価を低下させたものと認

められる。

ID 番 号 13な いし16の 投稿は,原 告会社について何ら具体的な事実を
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摘示 し,あ るいは意見論評 を表明 したものではな
いか ら,一 般の読者の普

通の注意 と読み方に照 らしても,原 告会社の社会的評価を低下 さ
せ るもの

ではない。

なお ,原 告会社は,番 号 15の 投稿について,原 告会社
の価格設定が

いい加減であるとい う事実を摘示 している旨主張す るが,一 般の読者
の

普通の注意 と読み方を基準 とすると同投稿は 「プライス価格」 と
い う価格

が どのような価格 を指す ものであるのか とい う疑問を呈 しているにすぎ

ず ,原 告が主張す るよ うな事実を摘示 したものであると解す ることはで

きない。

⑫ 番 号 17の 投稿は,投 稿内容自体から誰に向けられた投稿であるのか

が判然としない上,原告会社について具体的な事実を摘示し,あるいは,

意見を表明したものではないから,一 般の読者の普通の注意と読み方に照

らしても,原 告会社の社会的評価を低下させるものとはいえない。

l131 番号 18の 投稿は,元 々原告会社が訪問販売の会社であるかどうかを

尋ねるに過ぎないから,一 般の読者の普通の注意と読み方に照らしても,

原告会社の社会的評価を低下させるものとはいえない。

l141 番号 19の 投稿は,こ れまで本件掲示板に原告会社の従業員が投稿を

行つていることを前提に感想を述べたものに過ぎず,一般の読者の普通の

注意と読み方に照らしても,原 告会社が過剰な宣伝をしているとの印象を

受けるものではないから,こ れによつて原告会社の社会的評価が低下し

たとはいえない。

l151 番号 20の 投稿は,本 件掲示板における原告会社の従業員を名乗る人

物の対応等を前提として,原 告会社との間で契約を締結 したいと思わな

くなったのは自分だけではないと思われる旨の意見を表明したものであ

ると解されるが,こ のような意見表明は個人の感想に過ぎないものであ

り,こ れによつて直ちに原告会社の社会的評価を低下させるものである
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とまで は認 め られ ない。

{蝸)番 号 21の 投稿は,本 件掲示板におけるそれまでのや りとりが怖いと

いう意見を述べたにすぎず,一 般の読者の普通の注意と読み方に照らして

も,同 投稿によつて原告会社が怖い会社であるという印象を与えるもの

ではなく,直 ちに原告会社の社会的評価を低下させる内容のものではな

い 。

lr)番 号 22の 投稿は,番 号 15の 投稿と同様に,プ ライス価格がどのよ

うなものであるかという疑間を呈するものであると同時に,直 後の投稿

(投稿者 :さいたま支店 支 店長小林澄江,投 稿 日時 :3月 21日 11

時)に おいて,原 告従業員と名乗る人物がプライス価格について説明し

ていること (甲1の 16)か らしても,原 告会社の社会的評価を低下さ

せるものとはいえない。

{“)番 号 23の 投稿は,原 告会社の従業員の言葉遣いが誤つている点を提

えて社会人としての能力に疑間を呈するものであって,こ のような意見

ないし論評は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,直 ちに原

告会社の社会的評価が低下させるとは認められない。

(Ю)番 号 24の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,

具体的にどのような事実を摘示したのか明らかではなく, したがつて,こ れ

によって原告会社の社会的評価が低下したとも認められない。

例 番 号 25の 投稿は,原 告会社の提起した本件前提事実(3)の訴訟の判決の結

果次第では原告会社の話を聞いてみたい旨の意見を表明するものであつて,

一般の読者の普通の注意と読み方に照らしても,直 ちに原告会社の社会的評

価を低下させるものとまではいえない。

2⇒ 番 号 26の 投稿は,原 告会社が株式上場を目指す理由が分からない旨の意

見を表明するものであって,一般の読者の普通の注意と読み方に照らしても,

上記意見が原告会社の社会的評価を低下させるものとはいえない。
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")番 号 27の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準と
しても,

原告会社について具体的にどのような事実を摘示したのか明らかではなく,

したがつて,こ れによつて原告会社の社会的評価が低下したとも認められな

い 。

0 番 号 28の 投稿は,原 告会社の業績や株式上場について疑間を表明するも

のであるが,具 体的な事実を摘示するものではなく,一 般の読者の普通の注

意と読み方を基準としても,こ れによつて直ちに原告会社の社会的評価が低

下するものであるとまでは認められない。

例 番 号 29の 投稿は,東 京都生活文化局消費生活部取引指導課が原告会社を

悪者のように扱つているとして,原 告会社ではなく上記取引指導課を批判す

るものであるから,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,原 告

会社の社会的評価を低下させるものでないことは明らかである。

例 番 号 30の 投稿は,番 号 29の 投稿の直後に投稿されたものであることか

らすると,原 告会社が多くの人に対してリフォ
ームエ事に関する不信感を抱

かせたとする意見であるのか,原 告会社を不当に処分した東京都が多くの人

に対してリフォームエ事に関する不信感を抱かせたとする意見であるのかが

明らかでなく,し たがつて,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準として

も,直 ちに原告会社の社会的評価を低下させるものとはいえないし

側 番 号 31の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,具

体的にどのような事実を摘示し,あ るいは,意 見を表明したものであるのか

が明らかではなく, したがつて,こ れによつて原告会社の社会的評価が低下

したとも認められない。

囲 番 号 32の 投稿は,同 投稿の直前に行われた投稿を引用する形で,原

告会社と契約 した人物等の名称が記載された名簿を第二者に閲覧させる

ような事実があるのかどうかを確認しているに過ぎず,そ のような事実

があったと摘示しているものではないから,原 告会社の社会的評価を直
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ちに低下させるものとはいえない。

例 番 号 33な いし36の 投稿は,原 告会社の従業員に対して向けられた

ものであり,こ れによつて直ちに原告会社の社会的評価が低下したとま

では認められない。

0 番 号 37の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,

原告会社の部長が酔っぱらつて投稿を行つたという事実を明示的に摘示

したものではなく,そ のような事実が存在したとした場合には原告会社

の信用が低下するのではないかという旨の意見を表明したものであると

解するのが相当であり,原 告会社の社会的評価を直ちに低下させるもの

とまでは認められない。

lml 番号 38及 び 39の 投稿は,一 般の読者の普通の読み方と注意に照ら

せば,原 告会社に対して向けられた事実摘示ないし意見の表明ではない

から,原 告会社の社会的評価を低下させるものではない。

制 番 号 40の 投稿は,東 京都の原告会社に対する本件処分に関する報道

資料のURLを 引用する形で投稿されたものであるところ,一 般の読者

の普通の注意と読み方とを基準とすると,同 投稿は,原 告会社が本件処

分を受けたという事実を摘示するものであり,そ れによつて,原 告会社

が法令に違反した行為を行つた会社であるとの印象を与えるから,同 投

稿は,原 告会社の社会的評価を低下させると解するのが相当である。

lal 番号 41の 投稿は,二 般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,原

告会社について具体的にどのような事実を摘示し,あ るいは,意 見を表明し

たものであるのかが明らかではなく,し たがつて,こ れによつて原告会社の

社会的評価が低下したとも認められない。

131 番号 42の 投稿は,「 管理人はまともなんだよ」という投稿を引用し

た後に,「 当たり前だ。どこかの会社と一緒にしないでくださいね。」

という形で行われたものである (甲 1の 32)。 そして,同 投稿の以前
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には,原 告会社についての投稿が行われていること,そ の中には,原 告

会社を非難する内容のものもあつたことからすれば,本 件掲示板を閲覧

している一般の読者の普通の注意と読み方に照らせば,番 号 42の 投稿

は,原 告会社が健全な会社ではない旨の事実を摘示したものであると解

するのが相当であり,同 投稿は,原 告会社の社会的評価を低下させるも

のと認められる。

例 番 号 43の 投稿は,そ もそも投稿者がリモ
ー ド銀座株式会社を名乗つ

ていることに加え,同 投稿における 「あなた達」が,投 稿番号 271番 ,

272番 , 273番 の各投稿者であることは明らかであるから,同 投稿

が原告会社の社会的評価を低下させるものではない。

簡 番 号 44の 投稿は,原 告会社の従業員の対応が過剰反応であり,逆 効

果になっている旨の意見を表明したものであると解されるが,一般の読者

の普通の注意と読み方を基準としても,こ のような意見によって,原 告会

社の社会的評価が低下したとは認められない。

側 番 号 45の 投稿は,原 告会社に向けられた事実摘示ないし意見論評で

はなく, したがつて,原 告会社の社会的評価を低下させるものとは認め

られない。

田 番 号 46の 投稿は一般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,原

告会社について具体的にどのような事実を摘示し,あ るいは,意 見を表明し

たものであるのかが明らかではなく,し たがつて,こ れによつて原告会社の

社会的評価が低下したとも認められない。

181 番号 47の 投稿は,東 京都の本件処分に関する報道発表資料のURL

を引用する形で,東 京都から原告会社が処分を受けたことを前提に,原

告会社がこれに怯えている旨の意見を表明したものであると解されるが,

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,同 投稿は原告会社が本件

処分を恐れているのは,本 件処分の基礎となつている行為を原告会社が行つ
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たためであるかのょうな印象を与えるものであるから,原 告会社の社会的評

価を低下させ るものと認められる。

lul 番号 48の 投稿は,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準 とすると,東

京都を批判するものであつて,原 告を非難中傷するものではないことから,

これによつて原告の社会的評価が低下 したとは認められない。

1401 番号 49及 び 50の 各投稿は,い ずれ も東京都の本件処分に関する報道発

表資料のURLを 引用 しているところ,一 般の読者の普通の注意 と読み方を

基準とすれば,上 記各投稿は,東 京都の本件処分に関する報道発表資料を引

用する形で,原 告会社が本件処分を受けたとい う事実を摘示 したものと解す

るのが相当である。そ して,こ のような事実摘示は,一 般の読者の普通の注

意 と読み方を基準 とすると,原 告会社が法令に違反 した行為に及んだ会社で

あるかのような印象を与えるものであるから,上 記各投稿は原告会社の社会

的評価を低下させるものと認めるのが相当である。

にJ 番 号 51の 投稿は,原 告がいい加減な会社であり,い い加減な仕事しかし

ないという事実を摘示するものであり,同 投稿が原告の社会的評価を低下さ

せるものであることは明らかである。

υ 番 号 52の 投稿は,原 告会社が本件処分に関連し,東 京都に対して改善措

置を報告していないなどの事実を前提に,原 告会社に対して業務停止命令が

出される可能性があるという意見を表明するものであり,か かる意見は,原

告会社が法令に基づき行われた処分に従わない会社であり,更 なる処分も予

想されるかのような印象を与えるものであるから,原 告会社の社会的評価を

低下させるものと認められる。

1431 番号 53の 投稿は,原 告会社と契約すると後々何らかの紛争や問題が生じ

るおそれがある旨の事実を摘示するものであり,こ のような事実摘示は,原

告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

回 番 号 54の 投稿は,全 体としては 「検討していたけど,や めます。過去の
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真偽は定かでなかったとしても,こ れだけ宗教的に全社員で盲 目的に非常識

な組織的行動をとる会社では,過 去の都による勧告も,十 分に信憑性が持て

ると確信 しました。それだけで十分です。 リフォームなんて何処でもできる

訳だし。」 とい うものであるところ (甲6の 3),一 般の読者の普通の注意 と

読み方を基準 とすると,同 投稿は,同 投稿を行つた人物が原告会社 との間で

リフォーム契約を締結 しないことにしたとい う意見を表明するとともに,原

告会社の従業員を名乗る人物等の本件掲示板における対応を前提 として,原

告会社が宗教的,組織的に非常識な行動をとる会社である旨の意見を表萌し

たものであると解 される。そ して,番 号 54の 投稿を行つた人物が原告会社

との間で契約を締結 しないことにした旨の意見によって直ちに原告会社の社

会的評価が低下するとまでは認められないものの,原 告会社が宗教的,組 織

的に非常識な行動をとる会社である旨の意見については,原 告の社会的評価

を低下させるものと認められる。

ω 番 号 55の 投稿は,原 告会社の対応に問題がある旨の意見を表明したもの

であると解されるところ,こ のような意見表明によって原告会社の社会的評

価が低下したとは直ちに認められない。

1461 番号 56の 投稿は,原 告会社の従業員である第 3事件被告永海に対する誹

謗中傷であって,原 告会社自身に向けられたものではないから,同 投稿によ

つて原告会社の社会的評価が低下したとは認められない。

140 番号 57の 投稿は,原 告会社が異常な会社であって倒産する可能性がある

旨の意見を表明するものであり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準と

すると,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

1481 番号 58の 投稿は,原 告会社が確実に倒産するという事実を摘示するもの

であり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原 告会社の経営

状態が危機的なものであるかのような印象を与えるから,原 告会社の社会的

評価を低下させるものであると認められる。
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なお,こ れに対し,被 告会社は,同 投稿は,原 告会社の従業員等の個人に

対して向けられたものであつて,原 告会社に対して向けられたものではない

旨主張する。しかし,会 社が倒産するという事実摘示は,一 般の読者の普通

の注意と読み方とを基準とすれば,ま さに会社自身に向けられたものである

ことは明らかであつて,被 告会社の主張は採用できない。

1491 番号 59の 投稿は,原 告会社の従業員は問題のある人物ばかりであるとい

う事実を摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とす

ると,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

これに対し,被 告会社は,番 号 59の 投稿は,原 告会社の関係者に対する

批判あるいは意見表明であつて,原 告会社の名誉を毀損するものではない旨

主張するが,同 投稿は,問 題のある従業員ばかりであるとされた原告会社に

対して向けられたものであることはそれ自体から明らかであることに加え,

同投稿には 「こんな実態を知つてリモー ドに仕事を頼む人間は今後はいない

でしょう。信じられない低レベルの会社ですね。」とあること (甲6の 6)か

らしても,同 投稿は全体として原告会社に対して向けられたものであると解

するのが相当であり,被告会社の上記主張を直ちに採用することはできない。

0 番 号 60の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,投

稿を行つた原告会社の従業員に対して向けられたものであるとともに,番 号

59の 投稿と同様に原告会社の従業員は能力が低い人物ばかりであるという

事実を摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とする

と原告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

わJ 番 号 61の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原

告会社が詐欺行為を行つている会社であるとの事実を摘示するものであり,

原告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

回 番 号 62の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,具

体的にどのような事実を摘示し,あ るいは,意 見を表明したものであるのか
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が明 らかではなく, したがって,こ れによつて原告会社の社会的評価が低下

した とも認められない (なお,同 投稿における 「創 *学 *」 とは,宗 教法人

である創価学会を指す ものであると理解できなくもないが,仮 にそのように

理解できたとしても,原 告会社 と創価学会 とが関係 している事実を摘示 した

のみで原告会社の社会的評価が低下するものでないことは明らかであるから,

いずれにしても同投稿は原告会社に対する名誉毀損には当たらない。)。

1531 番号 63の 投稿は,全 体としては 「何人組員いるんだろ。失礼。何人社員

いるんだろう。」などとい う内容のものであり (甲6の 8),本 件掲示板の
一

般の読者の普通の注意 と読み方を基準 とすると,単 に原告会社を暴力団のよ

うに椰楡するにとどまらず,原 告会社の従業員に問題がある人物が多いとい

う印象を抱かせるものであり,原 告会社の社会的評価を低下させるものであ

る。

制  番 号 64の 投稿は,原 告会社に品位がないとい う事実や原告会社の能力が

低い事実を摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準と

すると,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると認められる。

ω 番 号 65の 投稿は,全 体としては 「まあ部長とは言つても大企業のそ

れと違って不動産系の40歳 程度でなれるそれだから仕方ないと言えば

そうだが。それでも中学生レベル以下の異常。」などという内容のもの

であり (甲6の 9),同 投稿は原告会社の従業員に向けられたものであ

つて,原 告会社に向けられたものではないことからすると,一 般の読者の

普通の注意と読み方を基準としても,直 ちに原告会社の社会的評価を低下さ

せるものであるとは認められない。

国 番 号 66の 投稿は,原 告会社が豊田商事の再来である旨の事実を摘示した

ものであるところ,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原 告

会社が強引な手法を用いて契約を締結し社会的な問題を引き起こした豊田商

事 (なお,豊 田商事がいわゆる悪徳商法を用いたとして社会的な問題を引き
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起 こした団体であることは公知の事実である。)と同じような手法を用いて契

約を締結 しているかのような印象を与えるものであるから,原 告会社の社会

,的 評価を低下させるものと認められる。

同  番 号 67の 投稿は,原 告会社の従業員に問題のある人物が多いとの事実を

摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準とすると,原

告会社の社会的評価を低下させ るものと認められる。

0 番 号 68の 投稿は,原 告が建設業許可を取 り消 された とい う事実を摘

示 した ものではな く,そ のよ うな事実があるか どうかを確認するに過 ぎ

ないものであるか ら,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準 としても,

同投稿だけをもつて,原 告会社の社会的評価が低下 したとは認められない。

lpl 番号 69の 投稿は,原 告会社の新卒社員が 0人 であつた原因が,契 約のキ

ャンセルの増加に伴い業績が下落 したためであるとい う事実を摘示するもの

であ り,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準 とすると,原 告会社の社会

的評価を低下させるものであると認められる。

1601 番号 70の 投稿 も,番 号 68の 投稿 と同様に,原 告が建設業許可を取

り消 された とい う事実を摘示 したものではなく,そ のよ うな事実がある

か どうかを確認す るに過 ぎない ものであるか ら,一 般の読者の普通の注意

と読み方を基準としても,同 投稿だけをもつて,原 告会社の社会的評価が低

下 したとは認められない。

おJ 番 号 71の 投稿は,原 告会社が建設業の許可をとつたのが最近である

という事実を摘示するものであるが,一 般の読者の普通の注意と読み方を

基準としても,こ れによつて直ちに原告会社の社会的評価を低下させるもの

とまでは認められない。

101 番号 72の 投稿は,「消費者を欺く立派な犯罪行為ですね」という同投稿以

前に行われた投稿の内容を引用する形で行われたものであり,全 体としては

「これは酷い !悪質な会社のようにみえる !よくぞ,こ こまで言つてくれま
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した !あ なたファインプ レーですよ !これ,十 分営業妨害にな ります。逃げ

られませんよ。」と原告会社を支持する立場からの投稿である (甲4の 6)の

だから,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準としても,同 投稿が原告会

社の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。

1631 番号 73の 投稿は,原 告会社ない しそめ従業員の言動が悪質であるとい う

意見を表明したものであるのか,そ れ以外の人物の言動が悪質であるとい う

意見を表明したものであるか判然 とせず,二 般の読者の普通の注意 と読み方

を基準としても,直 ちに原告会社の社会的評価を低下させるものとはいえな

い 。

回 番 号 74及 び 75の 投稿は,い ずれも原告会社の リフォ
ームエ事に施エミ

スがあつたとの事実を摘示 したものであ り,一 般の読者の普通の注意 と読み

方を基準とすると,原 告会社の リフォームエ事に問題があるかのような印象

を与えるものであるから,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると

認められる。

0 番 号 76の 投稿は,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原

告会社が積極的に違法な手法を用いて営業を行つているかのような印象を与

えるものであるから,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると認め

られる。

lul 番号 77の 投稿は,原 告会社が締結したリフォームエ事契約の数が少ない

との事実を摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準と

すると,原告会社の業績が思わしくないかのような印象を与えるものであり,

原告会社の社会的評価を低下させるものといえる。

m 番 号 78の 投稿は,全 体として 「ここはスペースに質問をする??本 当に

ごまか し上手 消 費者をバカにしているめ ??」 などとい う内容のものであ

り (甲4の 10),=般 の読者の普通の注意 と読み方を基準 とすると,原 告会

社が本件掲示板に投稿 された原告会社に対する質問に回答 しないとい う事実
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を前提に,そ のような原告会社の姿勢に対して疑間を呈する意見を表明した

ものに過ぎず,同 投稿が直ちに原告会社の社会的評価を低下させるものとま

では認められない。

101 番号 79の 投稿は,原 告会社に対する本件処分や本件掲示板
への投稿を前

提に,原 告会社に対して出入りを許可しているマンションがあることが信じ

られないという意見を表明するものであり,一 般の読者の普通の注意と読み

方を基準とすると,同 投稿は,原 告会社に何らかの問題があるかのような印

象を与えるものであるから,原 告会社の社会的評価を低下させるものと認め

られる。

lel 番号 80の 投稿も,番 号 79の 投稿と同様,原 告会社に対する本件処分や

本件掲示板への投稿を前提に,原 告会社を掲載した雑誌社の面目がなくなつ

てしまっているのではないかという意見を表明するものであり,一 般の読者

の普通の注意と読み方を基準とすると,同 投稿は,原 告会社には問題があつ

て,雑 誌に掲載するに値しない会社であるかのような印象を与えるものであ

るから,原 告会社の社会的評価を低下させるものといえる。

10 番 号 81の 投稿は,原 告会社が人を覇した事実や原告会社の経営者に問題

があるなどといつた事実を摘示するものであり,一 般の読者の普通の注意と

読み方を基準とすると,原 告会社の社会的評価を低下させるものであると認

められる。

IJ 番号82の 投稿は,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,具

体的にどのような事実を摘示 し,あ るいは,意 見を表明 したものであるのか

が明 らかではなく, したがつて,こ れによつて原告会社の社会的評価が低下

したとも認められない。

121 番号 83の 投稿は,原 告会社に対 して本件処分が行われた事実を摘示する

ものであり,一 般の読者の普通の注意 と読み方を基準 とすると,原 告会社が

法令に違反 した会社であるかのような印象を与えるものであるから,原 告会

24

ニニ量⊥は IM潮 文



社の社会的評価を低下させるものといえる。

0 番 号84の 投稿は,原 告会社が詐欺行為に及んでいるとの事実を摘示する

ものであり,一 般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,原 告会社の

社会的評価を低下させるものであると認められる。

174 番号 85の 投稿は,原 告会社が違法行為をした会社であるという事実

を隠ぺいするために,社 名を変更したという事実を摘示 したものではな

く,そ のような事実があるかどうかを確認するに過ぎないものであるか

ら,一般の読者の普通の注意と読み方を基準としても,同投稿だけをもつて,

原告会社の社会的評価が低下したとは認められない。

1751 番号 86の 投稿は,原 告会社に対して向けられたものではなく,同 投

稿で引用されている380番 の投稿を行つた者に対するものであること

からすると,同 投稿が原告会社の社会的評価を低下させるものとはいえ

ない。

同 小 括

以上によれば,番 号 1,2,7,8,12,40,42,47,49

ないし54, 57な いし61, 63, 64, 66, 67, 69, 74な

いし77, 79な いし81, 83及 び 84の 各投稿は,原 告会社の社会

的評価を低下させる事実摘示ないし意見論評が行われたものであると認

められる (以下,上 記各投稿を併せて 「本訴名誉毀損投稿」という。)

他方,そ の余の投稿については,原 告会社の社会的評価を低下させる

ものではないから,そ の余の点について検討するまでもなく,そ れらの

投稿を原因とする原告会社の損害賠償請求には理由がない。

2 争 点 2(本 訴関係投稿の削除義務の有無)に ついて

弁論の全趣旨によれば,本 件掲示板に投稿された投稿について削除を請求す

る場合,ま ず削除請求をする者が被告会社に対して削除依頼を行い,こ れに対

して被告会社が請求のあつた投稿が被告会社の定める投稿削除基準に該当する
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か否かを判断 した上で,該 当すると判断されたものは削除されるとい う手順に

なつていること,す なわち,本 件掲示板の運営者である被告会社だけが本件掲

示板に投稿された投稿を削除することができることが認められる。そして,本

件掲示板のようなインタ∵ネット上に開設された掲示板に投稿された情報は不

特定多数の者が閲覧可能な状態となり,そ のような情報によつて権利を侵害さ

れる者の被害は,通 常の名誉毀損の場合に比べて拡大していくおそれを否定す

ることができないのであるから,そ のような掲示板を開設した者は,違 法な投

稿が行われた場合,そ のような投稿を削除すべき条理上の作為義務を負うと解

するのが相当である (なお,こ のように解すると,被 告会社のようにインタ
ー

ネット上に掲示板を設置した者に過大な義務を負わせることになりかねないよ

うにも思われるが,こ のような場合,法 3条 1項によつて責任を負う範囲が明

確化され,か つ,限 定されているのであるから,こ のように解しても掲示板設

置者に対して直ちに過大な義務を負わせることにはならないというべきであ

る 。 ) 。

したがつて,本 件においても,被 告会社は,本 訴名誉毀損投稿のうち,違 法

性が認められる投稿については,そ れを直ちに削除しなければならないという

作為義務を負うというべきである。

3 争 点 3(被 告会社は情報の流通によつて原告会社の権利が侵害されているこ

とを知っていたか,あ るいは,知 ることができたと認めるに足りる相当な理由

が存在するか否か)に ついて

(1)上 記 2の とおり,被 告会社は本訴名誉毀損投稿のうち,違 法性が認められ

る投稿については,削 除義務を負うと解すべきであるが,被 告会社は法 2条

3号 における 「特定電気通信役務提供者」に該当することから (弁論の全趣

旨),被 告会社が上記削除義務を怠うた結果,原 告会社に対して損害賠償責

任を負うには,法 3条 1項の要件,す なわち,① 当該情報の流通を認識して

いたこと,②当該情報によつて原告会社の権利が侵害されていることを知り,
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または,知 ることができたと認めるに足 りる相当な理由が存在 したとい う要

件が満たされなくてはならない。

(2)そ こで,① 被告会社が当該情報の流通を認識していたか否かについて検討

すると,弁論の全趣旨によれば,本訴名誉毀損投稿のうち,番号 1,2,7,

8, 12,40,42,47,49及 び 50の 各投稿については原告会社の

訴状において,番 号 66, 67, 69, 74な いし77, 79な いし81,

83,84の 各投稿については平成 21年 9月 14日 付準備書面において,

番号 51な いし54,57な いし61,63,64の 各投稿については平

成 21年 11月 2日 付準備書面において,それぞれ原告会社から各投稿を

特定した上で違法性に関する主張がされた。

そして,訴 状については平成 21年 5月 19日 に送達され,平 成 21年 9

月 14日 付準備書面及び同年 11月 2日付準備書面については,そ れぞれ同

日に被告会社訴訟代理人に交付されているのだから,被 告会社は遅くとも同

日ころには,原 告会社の主張する本訴名誉毀損投稿が本件掲示板に存在する

ことを知ったものといえ,本 件掲示板に本訴名誉毀損投稿が行われたことを

認識していなかった旨の被告会社の主張は採用できない。

(3)次 に,② 当該情報によって原告会社の権利が侵害されていることを知り,

または,知 ることができたと認めるに足りる相当な理由が存在したか否かに

ついて検討すると,本 訴名誉毀損投稿のうち,侮 蔑的な表現を用いるなどし

て,そ れ自身が明らかに原告会社を誹謗中傷しているといえる番号42, 5

4, 57な いし61, 63, 64の 各投稿については,少 なくともこれらの

投稿が原告会社の権利を侵害していることを知ることができたと認めるに足

りる相当な理由があると認められ,他 に同認定を覆すに足りる証拠はない。

他方,そ の余の本訴名誉毀損投稿のうち,原 告会社に対して本件処分が行

われたことや本件処分の根拠となつた行為を原告会社が行つたことを前提と

して行われた番号 1, 2, 7, 8, 12, 40, 47, 49な いし53, 6
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6, 67, 76, 79な いし81, 83及 び 84の 各投稿については,原 告

会社に対する本件処分の根拠となつた行為の有無やそれを前提とした本件処

分の適法性等を,番 号 69及 び 77の 各投稿については原告会社の業績を,

番号 74及 び 75の 各投稿については,原 告会社の行つたリフォ
ームエ事に

おいて,同 投稿が指摘するような施エミスがあつたのかどうかをそれぞれ被

告会社が調査しなければ,各 投稿の違法性について被告会社が判断すること

はできなかつたものである。

そうすると,本訴名誉毀損投稿のうち,番 号 1,2,7,8,12,40,

49な いし53, 66, 67, 69, 74な いし77, 79な いし81, 8

3及 び 84に ついては,同 投稿が原告会社の権利を侵害していることを被告

会社が知り,ま たは知ることができたと認めるに足りる相当の理由があつた

と認めることはできず,他 にこれを認めるに足りる証拠もない。

(4)以 上によれば,本 訴名誉毀損投稿のうち,番 号 42, 54, 57な いし6

1, 63, 64の 各投稿については,被 告会社が情報の流通によつて原告会

社の権利が侵害されていることを知らていたと認めるに足りる相当な理由が

存在する。

他方,その余の投稿については,そのような相当な理由が存在しないから,

その余の点について検討するまでもなく,こ れらの投稿を削除せずに放置し

たことを理由とする損害賠償請求には理由がない。

4 争 点 4(本 訴関係投稿が名誉ないし信用毀損の免責要件を満たすか否か)

(1)争 点 2及 び争点 3で検討したとおり,本訴名誉毀損投稿のうち,番号 42,

54, 57な いし61, 63, 64め 各投稿については,同 投稿について違

法性が認められれば,こ れを削除しなかった被告会社の行為は,原 告会社に

対する不法行為を構成することになる。

また:現 時点で 「マンションコミュニティ」上に存在している別紙削除請

求投稿目録記載の各投稿についても,同 様に,各 投稿について違法性が認め

28



られれば,被 告会社はこれを削除しなければならない義務を負うところ,争

点 1で検討したとおり,別紙削除請求投稿目録記載の 1,2,4及 び 11(別

紙主張整理表 1の番号 1, 2, 8及 び40に それぞれ対応)に ついては,原

告会社の社会的評価を低下させるものと認められる。

ここで,被 告会社は,上 記各投稿については,違 法性が阻却される旨主張

しているところ,事 実の摘示がある人物の社会的評価を低下させるものであ

るとしても,当 該行為が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目

的に出た場合には (以下 「公益性の要件」という。),摘 示事実の重要部分

が真実であることが証明されたとき (以下 「真実性の要件」という。)は ,

同行為には違法性がなく,不 法行為は成立しないものと解するのが相当であ

り,も し,同 事実が真実であることが証明されなくても、その行為者におい

てその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき (以下 「相当性の

要件」という。)に は,同 行為には故意もしくは過失がなく,結 局,不 法行

為は成立しないものと解するのが相当である (最高裁判所昭和41年 6月 2

3日 第一小法廷判決 ・民集 20巻 5号 1118頁 ,同 昭和 58年 10月 20

日第一小法廷判決 ・裁判集民事 140号 177頁 参照)。

また,公 共の利害に関する事項について自由に批判,論 評を行うことは,

表現の自由の行使として尊重されるべきものであるから,当該論評によつて,

ある人物の社会的評価が低下することがあつても,そ の目的が専ら公益を図

るものであり,か つ,そ の前提としている事実が主要な点において真実であ

ることの証明があつたときは,人 身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱し

たものでない限り,名 誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきであ

る (最高裁判所平成元年 12月 21日 第一小法廷判決 ・民集 43巻 12号 2

252頁 参照)。

(2)か かる観点から,本訴名誉毀損投稿について検討すると, 別紙主張整理表

1の 番号42, 54, 57な いし61, 63, 64の 各投稿は, いずれも上
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記 3(3)で検討 したとお り,侮 蔑的な表現を用いて,原 告会社を誹謗中傷する

ものであることからすれば,こ れ らの投稿が専 ら公益を図る目的に出たもの

と認 めることはできず,他 にこれを認めるに足 りる証拠もない。

したがって,上 記各投稿は,公 共性の要件を満たすものではないから,上

記各投稿について,名 誉毀損の免責要件を満たす とい う被告会社の主張は採

用できない。

他方,本 訴名誉毀損投稿の うち,別 紙主張整理表 1の 番号 1, 2, 8及 び

40の 各投稿は,い ずれ も原告会社に対 して本件処分が行われたこと及び本

件処分の理由として原告会社 と契約を締結 した者 との間に トラブルが存在 し

たことを主要な事実とするところ,こ のような事実摘示が公共性の要件を満

たすものであることは明らかである。

そ して,本 件前提事実によれば,こ れ らの事実についてはいずれも真実性

の要件を満たすものであることが認められ (本件前提事実(3》,他 に同認定を

覆すに足 りる証拠もない。

したがつて,本 訴名誉毀損投稿の うち,別 紙主張整理表 1の 番号 1, 2,

8及 び 40の 各投稿 (別紙削除請求投稿 目録における 1, 2,4及 び 11の

各投稿)に ついては,違 法性が阻却されるとするのが相当であり,こ れ らの

発言について削除を求める原告会社の請求については,そ の余の点について

検討するまでもなく理由がない (なお,別 紙削除請求投稿 目録におけるその

余の各投稿については,上 記のとお り,そ もそも名誉毀損投稿には当たらな

いから,同 投稿に係 る発言について削除を求める原告会社の請求も理由がな

く,結 局原告会社の本件削除請求は全体 として理由がない。)。

5 争 点 5(原 告会社に生 じた損害額)に ついて

以上のとお り,本 訴関係投稿の うち,番 号 42, 54, 57な い し61, 6

3, 64の 投稿については,い ずれ も原告会社の権利を侵害する違法な投稿で

あるところ,被 告会社が,平 成 21年 11月 2日 にこれ らの違法な投稿が行わ

30



れていることを知つたにもかかわらず,こ れを削除することなく平成
22年 3

月 8日 まで放置した行為は,不 法行為を構成する。

そして,上 記各投稿は,い ずれも何ら具体的な根拠を示すことなく事実を摘

示し,あ るいは,意 見を表明したものであり,原 告会社に対する誹謗中傷
の域

に至っていること,本 件掲示板を利用するのは主にリフォ
ーム等の施工を検討

している者であり(本件前提事実(1》,そのような者が原告会社の社会的評価を

低下させる上記各投稿を閲覧できる状態となつていたことは, リフォ
ームエ事

を目的とする原告会社に少なからぬ影響を与えたものと推認されること,他 方

で,不法行為を構成する投稿の数は合計で9個 と多数に及ぶものではないこと,

これらの投稿は平成 22年 3月 8日 には削除されたこと (本件前提事実(4》,上

記各投稿について被告会社らが積極的に関与した事実が認められないことなど,

本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すれば,原 告会社に生じた損害は,合

計で 10万 円と評価するのが相当である。

6 本 訴請求に関する小括

以上によれば,原 告会社の被告会社に対する請求は, 10万 円及びこれに対

する訴状送達の日の翌日である平成 21年 5月 20日 から支払済みまで民法所

定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,そ の余

の請求についてはいずれも理由がない。

7 争 点 6(反 訴等関係投稿を行つたのが原告会社等であるか否か)に ついて

(1)別 紙主張整理表 2-1(発 信元根拠 「永海 ドコモ a」。以下発信元根拠を

略称して表示する。),2-2(永 海 ドコモb),2-3(永 海 ドコモ c),

2-5(永 海イーモバイル),2-9(西 川 ドコモ),2-11(大 西 au)

及び 2-12(朝 岡 ドコモ)の 各投稿について

ア 証 拠 (乙7,8,証 人山本)及 び弁論の全趣旨によれば,別 紙主張整理

表 2-1, 2-2, 2-3, 2-5及 び 2-12の 各投稿については第 3

事件被告永海の,2-9の 各投稿については原告会社従業員である西川の,
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2-11の 各投稿については原告会社従業員である大西の各投稿であると

認められる (なお,別 紙主張整理表 3記 載の投稿は,い ずれ も別紙主張整

理表 2記 載の各投稿から,第 2事 件等原告福井に対する名誉毀損等を構成

すると同原告が主張する投稿を抜粋 したものであるから,以 下,特 に明記

しない限 りは,別 紙主張整理表 2記 載の各投稿中,別 紙主張整理表 3に 記

載 されている投稿 と同
一の投稿は,同

一人物が行つたものと認められる。)。

イ こ れに対 し,原 告会社等は,別 紙主張整理表 2及 び 3の 「原告会社等の

認否 ,反論」欄記載のとお り,一 部の投稿については,第 3事 件被告永海

らが投稿を行つたことは認めているものの,そ の余の投稿については,第

3事 件被告永海 らが行つたものではない旨主張 し,第 3事 件被告永海もこ

れに沿 う供述をしている (なお,別 紙主張整理表 2-5に ついては,同 表

記載の各投稿を第 3事 件被告永海が行つたことについて当事者間に争いは

4 彙 い 。 ) 。

しかし,別 紙主張整理表 2-1,2-2,2-3,2-5,2-9,2

-11及 び 2-12の 各投稿については,そ れぞれの主張整理表記載の投

稿が行われた際に記録 された携帯電話の契約者固有 ID(株 式会社 NTT

ドコモの携帯電話における 「iモ
ー ドID」 ,KDDI株 式会社の携帯電話

における 「EZ番 号」を指すものとする。以下同じ。)が 同
一であることが

認められる (乙8,証 人山本。なお,原 告会社等は,証 人山本作成に係る

「全発信元ア ドレス発言 ログ
ー
覧」(乙8)の 信用性に疑間を呈 しているも

のの,同 表の信用性に疑問を差 し挟む的確な証拠はなく,原 告会社の主張

は採用できない。)。そ して,携 帯電話の契約者固有 IDは ,各 契約者毎に

割 り当てられるものであつて,解 約等をしない限 り,携 帯電話の機種変更

によつては変更されないこと (乙 12, 13,平 成 23年 7月 27日 付調

査嘱託に対する株式会社NTTド コモ及び株式会社 KDDI作 成の各回答

書)及 び株式会社 NTTド コモの携帯電話における契約者固有 IDは 再利
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用 されないことからすれば (乙 12),株 式会社 NTTド コモの契約者固有

IDが 記録 されてお り,か つ,そ の
一部の投稿について自由が成立 してい

る別紙主張整理表 2-1, 2-2, 2-3及 び 2-12の 各投稿は第 3事

件被告永海が, 2-9の 各投稿は原告会社従業員である西川がそれぞれ行

つたものであると認められ,こ れに反する第 3事 件被告永海の供述を直ち

に採用することはできず,他 に上記認定を覆すに足 りる証拠はない。

また,株 式会社 KDDIの 携帯電話においては,同 社の契約者固有 ID

が再利用 されるものであるかどうかは明らかでないものの,仮 に同社の契

約者固有 IDが 再利用されるとしても,大 西によつて投稿が行われた平成

21年 3月 7日 (別紙主張整理表 2-11の 番号 1参 照)か ら 5か 月の間

に,大 西が株式会社 KDDIと の契約を解約 し,そ の後に大西に付与され

た契約者固有 IDが 全 く無関係の第二者に付与され,当 該第二者が本件掲

示板において,原 告会社に親和的な内容の投稿を行 うとい う可能性は極め

て低いことにかんがみれば,株 式会社 KDDIの 契約者固有 IDが 記録 さ

れてお り,そ の一部の投稿について自由が成立 している別紙主張整理表 2

-11の 各投稿 も,原 告会社の従業員である大西が行ったものであると認

められ,他 に同認定を覆すに足 りる証拠はない。

(2)別 紙主張整理表 2-4(永 海ヤフー携帯), 2-6(永 海パ ソコン a), 2

-7(永 海パ ソコンb), 2-8(永 海本社)の 各投稿について

ア 証 拠 (乙7, 8,証 人山本)及 び弁論の全趣 旨によれば,別 紙主張整理

表 2-4, 2-6, 2-7, 2-8の 各投稿は第 3事 件被告永海が投稿 し

たものであると認められる。

イ こ れに対 し,原 告会社等は,別 紙主張整理表 2及 び 3の 「原告会社等の

認否 ・反論」欄記載のとお り,一 部の投稿については,第 3事 件被告永海

が投稿を行つたことは認めているものの,そ の余の投稿については,第 3

事件被告永海が行つたものではない旨主張 し,第 3事 件被告永海 もこれに
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沿 う供述をしている。

また,証 拠 (乙9～ 11,平 成 23年 7月 27日 付調査嘱託に対するリ

コーテクノシステムズ株式会社及びイ
ー ・アクセス株式会社の各回答書)

によれば,各 投稿を行つた際に記録 された IPア ドレスない しホス ト名が

同一であつたとしても,直 ちにそれ らの投稿が同
一の端末によつて行われ

たものとは限らないことが認められる。

しか し,別 紙主張整理表 2-4, 2-6, 2-7, 2-8の 各投稿にお

いて, IPア ドレスないしホス ト名が同
一であつても,同

一の端末からの

投稿でないといえる可能性がどの程度のものであるのかについて,こ れを

窺わせる証拠はない。

また,別 紙主張整理表 2-4, 2-6, 2-7, 2-8の 各投稿は,主

に,本件掲示板の管理者である被告会社 らに対するもの,「スペースァップ」

とい う名称で リフォームエ事等を目的 としている訴外株式会社 CONY

JAPAN並 びに同社の代表者である訴外小西正行 (以下,両 者を併せて

「小西 ら」とい う。)等 同社の関係者に対するもの及び訴外株式会社OKU

TA(オ クタ)並 びに同社の代表者である奥田勇 (以下,両 者を併せて 「奥

田ら」とい う。)等 同社の関係者に対するものであって,い ずれ も内容的に

共通 していること,各 投稿が行われた 日時が接近 してい
′
るものがあること

が認められる。

これ らの事実を総合すれば,上 記各投稿は同
一の端末から行われたもの

であると推認 され,各 投稿を行つた際に記録 された IPア ドレスない しホ

ス ト名が同
一であつたとしても,直 ちにそれ らの投稿が同

一の端末による

とは限らないといえるとしても,こ の点は上記推認を覆すに足 りず,他 に

上記推認を覆すに足 りる証拠もない。 したがって,上 記認定に反する第 3

事件被告永海の供述を直ちに採用することはできない。

(3)別 紙主張整理表 2-10(大 西本社)の 各投稿について
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別紙主張整理表 2-10の 各投稿について,被 告会社 らは,同 投稿は,原

告会社の従業員である大西ないし他の従業員が行つたものである旨主張する

が,別 紙主張整理表 2-10の 各投稿について,原 告会社はいずれの投稿も

大西ないし他の従業員が行つたものであることを否認 している。そ して,本

件において,別 紙主張整理表 2-10の 各投稿が大西ないし原告会社の他の

従業員によつて書き込まれたことを認めるに足 りる具体的な証拠はない。

したがつて,別 紙主張整理表 2-10の 各投稿について,大 西ない し原告

会社の他の従業員が行つたことを認めることはできない。

(4) /J市ヽ雪

以上によれば,別 紙主張整理表 2-10を 除 く別紙主張整理表 2記 載の反

訴等関係投稿及び別紙主張整理表 3の 反訴等関係投稿は,い ずれ も第 3事 件

被告永海ない し原告会社の従業員である大西,西 川が行つたものであ り,争

点 6に 関する被告会社 らの主張も,上 記の限度で理由がある (以下,第 3事

件被告永海ない し原告会社の従業員である大西が別紙主張整理表 2-10を

除く別紙主張整理表 2及 び別紙主張整理表 3記 載の各投稿を行つたことを

「永海 ら投稿行為」 とい う。)。

なお,被 告会社 らは,第 18回 口頭弁論期 日において,反 訴等関係投稿以

外にも,原 告会社等による違法な投稿が行われた旨主張 した。 しか し,第 1

8回 口頭弁論期 日は,証 人尋問,当 事者尋間が終了した段階の期 日であ り,

同期 日においては最終準備書面の陳述 と弁論終結が予定されていたものであ

る。そのような期 日において,こ れまで主張 していなかつた投稿についても

原告会社等によつて行われたものであるとの主張を許 した場合,そ れに対す

る原告会社等の認否反論にさらに時間を要することは明らかである。

そ して,被 告会社 らは,各 投稿が原告会社等によつて行われたものである

ことを立証するために乙第 8号 証の 「全発信元ア ドレス発言ログ
ー覧」を平

成 22年 8月 30日 の第 10回 弁論期 日において提出してお り,こ の時点で
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上記主張を行 うことは可能であつたものといえる。

そ うすると,第 18回 口頭弁論期 日で行われた被告会社 らの上記主張は,

少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であり,

これによつて訴訟の完結を遅延 させることは明らかであるといえるから,同

主張については時機に後れた攻撃防御方法 として却下するのが相当である。

8 争 点 7(反 訴等関係投稿の違法性の有無)に ついて

(1)被 告会社 との関係での違法性の有無について

ア イ ンターネ ッ ト上に開設 された掲示板は,通 常,特 定の目的や話題につ

いて参加者が情報を交換 し,あ るいは,議 論することを主たる目的とする

ものであるρそ うすると,当 該掲示板で取 り扱われている以外の事項に関

する投稿が行われれば,当 該掲示板において予想 されていた情報交換や議

論に支障が及ぶことにな り,ま た,当 該掲示板の管理者はそのような無関

係な投稿について対応を迫 られることになつて しまう。

このような観点からすれば,イ ンターネット上の掲示板に当該掲示板の

目的とされている以外の事項を投稿する行為は,当 該掲示板における業務

を妨害するものとして不法行為を構成しうると解すべきである。

しかし,他 方で,一 度でも掲示板と無関係な事項等を投稿すれば,直 ち

に不法行為に該当するというのは,表 現の自由を過度に萎縮させかねない

ことにかんがみると適当とまではいえない。

そこで,あ る投稿行為がインタ
ーネット上の掲示板の業務を妨害したも

のとして不法行為に該当するか否かについては,当 該掲示板の目的,性 質

や各投稿の内容や態様を考慮し,社 会通念上受忍限度を逸脱した投稿行為

であるか否かという観点から決するのが相当であると解する。

イ か かる観点から永海ら投稿行為の違法性について検討すると,本 件掲示

板の目的は,住 宅のリフォームを考えている者同士がリフォ
ームに関する

情報を交換することである (本件前提事実(1)イ)。i

36



そして,証 拠 (乙 8)に よれば,第 3事 件被告永海の投稿 した内容は,

平成 21年 3月 か ら同年 11月 にかけて,本 件掲示板において原告会社に

対 して批判的な投稿を行つているのが松山なる人物である旨を指摘 し,同

人に対する誹謗中傷を内容 とする投稿や小西 ら及び奥田らに対する誹謗中

傷を内容 とする投稿,被 告会社 らに対する誹謗中傷等を主たる内容 とする

投稿であること,そ の回数 も被告会社の主張によるものだけでも合計で 1

98回 にも及ぶこと,そ の中には短時間に多数回連続的に投稿 されたもの

も存在することがそれぞれ認められる。

以上によれば,永海 ら投稿行為の うち,第 3事 件被告永海の投稿行為は,

本件掲示板の目的 とかけ離れた投稿を継続的に繰 り返 したものであつて,

社会通念上受忍限度を逸脱 したものであるから,全 体 として,被 告会社の

業務を妨害する行為 として全体として 1個 の不法行為を構成すると解する

のが相当である。

また,永 海 ら投稿行為の うち,西 川の投稿行為も平成 21年 4月 から7

月までの間に,上 記第 3事 件被告永海 と同様に,本 件掲示板の 目的とかけ

離れた投稿を合計で 34回 も行つたものであ り,そ の内容や態様に照 らせ

ば,社 会通念上受忍限度を逸脱 したものであるから,西 川の投稿行為も全

体 として,被 告会社の業務を妨害する行為 として全体として 1個 の不法行

為を構成すると解するのが相当である。

ウ こ れに対 し,大 西の本件投稿行為については,本 件掲示板の目的に沿わ

ない内容の投稿 も存在 しているものの,投 稿行為 自体が平成 21年 3月 7

日,4月 13日 及び 8月 8日 にそれぞれ 1回ずつ行われたに過ぎないもの

であるから,社 会通念上受忍限度を逸脱したとまでは認められず,他 にこ

れを認めるに足りる証拠もないから,大 西の本件投稿行為が不法行為に該

当する旨の被告会社の主張は,そ の余の点について判断するまでもなく理

由がない。
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(2)第 2事 件等原告福井 との関係での違法性の有無に
ついて

ア 上 記 7で 認定 したとお り,別 紙主張整理表 3に 記載の各投稿は,い ずれ

も第 3事 件被告永海及び西川によつて行われたものであると認められる。

そこで,以 下,別 紙主張整理表 3の 各投稿が第 2事 件等原告福井 との関係

で違法な投稿であるか否かについて検討する (以下,こ の項において,「番

号」とは,別 紙主張整理表 3の 番号欄記載の番号を指すものとする。)。

イИ 番 号 1及び番号 2の各投稿は,本 件掲示板の管理者である第 2事件等

原告福井が他人を編つて自ら本件掲示板に投稿を行い,原 告会社に批判

的な投稿を行つているとの事実を摘示するものであり,一 般の読者の普

通の注意と読み方を基準とすると,第 2事件等原告福井が本件掲示板の

管理者であるにもかかわらず,特 定の者を誹謗中傷しているかのような

印象を与えるものであるから,第 2事件原告等福井の社会的評価を低下

させるものといえる。

イ)番 号 3の投稿は,第 2事件等原告福井に対し,同 人の本件掲示板の管

理が悪いという論評を行うものであり,社 会的評価を低下させるものと

いえる。

lpl 番号4な いし番号 9の各投稿は,いずれも「えらい日にあわせる」,「覚

悟できてるだろうな」,「殺人に発展するんじゃないか」などと,第 2事

件等原告福井に対して,加害の意図を窺わせる言辞を用いるものであり,

第 2事件等原告福井に対する脅迫行為に該当する。

国 番 号 10の 投稿は,第 2事件等原告福井に対して捜査当局が捜査を行

っている旨の事実を摘示したものであり,このような事実摘示によつて,

第 2事件等原告福井が犯罪行為に関与しているかのような印象を与える

ものであるから,同 人の社会的評価を低下させるものといえる。

閉 番 号 11の 投稿は,第 2事件等原告福井に対して,同 人の責任が何億

円にも及ぶ旨告知するものであり,同 人に対する脅迫行為に該当する。
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囲 番 号 12及 び 13の 各投稿は,第 2事件等原告福井が卑怯者であるこ

とや臆病者であるとして,同 人を誹謗中傷するものであり,同 人の社会

的評価を低下させるものといえる。

ltl 番号 14な いし18の 各投稿は,本 件掲示板に投稿された原告会社に

対する投稿を削除しなければ,殺 人事件に発展する可能性がある旨を告

知するものであり,第 2事件等原告福井に対する脅迫行為にあたる。

(ク)番 号 19の 投稿について,第 2事件等原告福井は,同 人に対する誹謗

中傷である旨主張するが,こ の投稿内容だけでは,直 ちに同人に対する

誹謗中傷とまでは認められない。

0 番 号 20の 投稿は,第 2事件等原告福井が自らの裁判で不利になりそ

うな投稿だけを削除しているとの事実を摘示し,こ れによつて,同 人が

裁判で有利になるためには手段を選ばない人物であるかのような印象を

与えるものであるから,同 人の社会的評価を低下させるものといえる。

け)番 号 21の 投稿は,第 2事件等原告福井が本件掲示板において自作自

演行為に及んでいる旨の事実を摘示するとともに,「痛い目に遭う」旨を

告知するものであるから,同 人の社会的評価を低下させるとともに,脅

迫行為にあたるといえる。

l■l 番号 22の 投稿も,第 2事件等原告福井が他人を蝙つて自ら本件掲示

板に投稿していたとの事実を摘示するものであり,第 2事件等原告福井

が本件掲示板の管理者であるにもかかわらず,特 定の者を誹謗中傷して

いるかのような印象を与えるものであるから,第 2事件原告等福井の社

会的評価を低下させるものといえる。

9 番 号 23の 投稿は,番 号 20の 投稿と同様に,第 2事件等原告福井が

裁判で有利になるために卑怯な手を使つている旨の事実を摘示し,こ れ

によつて,同 人が裁判で有利になるためには手段を選ばない人物である

かのような印象を与えるものであるから,同 人の社会的評価を低下させ
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るものといえる。

杯)番 号 24の 投稿は,本 件掲示板にはリフォ
ーム業者しか投稿していな

い旨の事実を摘示するものであり,住 宅のリフオ
ームを検討している者

同士がリフォームに関する情報を交換することを目的とする本件掲示板

にもかかわらず,実 際にはリフォ
ーム業者しか投稿していないかのよう

な印象を与えるものであるが,こ のような投稿が第 2事件等原告福井個

人の社会的評価を低下させるものとはいえないから,こ の投稿内容だけ

では,直 ちに第 2事件等原告福井に対する誹謗中傷には該当しない。

日 番 号 25な いし27の 各投稿は,いずれも第 2事件等原告福井を「悪」,

「ずるい人」,「やばい」,「おかしな奴」などというものであるから,

これらの各投稿が第 2事件等原告福井に対する誹謗中傷に該当すること

は明らかである。

ウ 以 上によれば,別 紙主張整理表 3の各投稿のうち,番 号 19及 び 24の

投稿を除く各投稿は,第 2事件等原告福井に対する名誉毀損,誹 謗中傷な

いし脅迫行為に該当するものであるから違法である。

(3)以 上に対し,原 告会社等は,永 海ら投稿行為は,い ずれも反論権を行使し

た結果であるから,本 件投稿行為の違法性は阻却されるべきである旨主張す

る。

しかし,原 告会社の主張する反論権とは,あ くまでも原告会社に対して誹

謗中傷等の違法な投稿を行つた者に対して,原 告会社が反論を行う際に,そ

れらの者に対して違法な投稿を行つてしまった場合には違法性が阻却される

べきであるというものであると解されるところ,永 海ら投稿行為の中心を占

める松山,小 西ら及び奥田らを誹謗中傷する投稿については,原 告会社等を

誹謗中傷する内容の投稿を松山,小 西ら及び奥田らが行つたと認めるに足り

る証拠がないのであるから,永 海ら投稿行為が同人らに対する反論という前

提を欠いているものと言わざるを得ない。
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また,第 2事 件等原告福井に対する投稿については,本 訴請求に関する判

断において触れたとお り,本 件掲示板において,本 訴請求に係 る投稿が
一部

削除されないまま放置 されていたとい う問題点はあるものの,第 2事 件等原

告福井が原告会社に対 してそれ らの投稿を行つたことを認めるに足 りる証拠

はないのだから,や はり永海 ら投稿行為が第 2事 件等原告福井に対する反論

権の行使であるとい う原告会社の主張はその前提を欠き,主 張 自体失当であ

る。

(4)使 用者責任の有無について

以上のとお り,永 海 ら投稿行為は,被 告会社の業務を妨害するとい う点及

び第 2事 件等福井の名誉を毀損 し,あ るいは,誹 謗中傷するとともに,同 人

を脅迫するものであるとい う点において不法行為に該当する。

そ して,証 拠及び弁論の全趣旨によれば,永 海 ら投稿行為は,主 に原告会

社を誹謗中傷する投稿を行つた者が松山なる人物,小 西 らない し奥田らによ

るものであるとの考えに基づき,同 人 らに対 して,原 告会社を誹謗中傷する

投稿を中止するように求める内容の投稿や逆に同人 らを誹謗中傷する投稿を

行 うとともに,原 告会社を誹謗中傷する投稿を削除 しない第 2事 件等原告福

井を誹謗中傷 し,あ るいは,原 告会社を誹謗中傷する投稿を削除するように

脅迫するものであつて,結 局は,本 件掲示板において行われた原告会社に対

する誹謗中傷行為を中止 させるため,あ るいは,原 告会社の名誉,信 用を回

復するために行われたものと認めることができる。

したがって:永 海 ら投稿行為は,原 告会社の事業の執行 と密接に関連する

行為にあた り,原 告会社は第 3事 件被告永海及び西川の投稿行為について使

用者責任を負 うものとい うべきである。

(5)小 括

以上によれば,第 3事 件被告永海及び西川の投稿行為は被告会社 らに対す

る不法行為に該当し,か つ,原 告会社は同不法行為について使用者責任を負
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つ。

なお,被 告会社らは,本 件反訴等関係投稿が原告会社の組織的な行為であ

る旨主張するが,同 事実を認めるに足りる具体的な証拠はないことからすれ

ば,被 告会社らの上記主張を直ちに採用することはできない。

争点8(被 告会社らに生じた損害額)に ついて

(1)被 告会社に生じた損害額について

上記のとおり,永 海ら投稿行為は,約 9か 月間にわたつて200回 近く行

われた悪質かつ執拗なものであり,そ の内容も本件掲示板の目的とはかけ離

れたものが大半を占めること,こ のように本件掲示板の目的とかけ離れた投

稿が多数回行われると,本 件掲示板の本来の目的であるリフォ
ームエ事に関

する情報交換が阻害されてしまい,結 果として本件掲示板を訪問する人数も

減少しかねず,そ れによつて被告会社の収入源である広告収入も減少するお

それがあることが認められる (乙7,証 人山本,第 2事件等原告福井)。

これに加えて,被 告会社は,永 海ら投稿行為によつて,本 件掲示板が閉鎖

に追い込まれたこと (本件前提事実(4》から,本 件掲示板の開発費用等のう

ち合計 78万 6500円 が無駄になつたとして,こ れについても永海ら投稿

行為と因果関係のある損害である旨主張する。本件掲示板の開発費用等は,

あくまでも本件掲示板の開発の対価として支払われたものであるのだから,

永海ら投稿行為によつて本件掲示板を閉鎖せざるを得なかつたとしても,そ

の費用が全て永海ら投稿行為と因果関係のある損害になるものではないが,

上記開発費用等の支出による投資効果が
一部損なわれたことは,損 害額算定

の上で考慮されるべきである。

また,被 告会社は,永 海ら投稿行為に対応するために,新 たに採用した従

業員の人件費として372万 4100円 を負担したのだから,こ れも損害に

含まれる旨主張し,証 拠 (乙29な いし33)に よれば,本 件掲示板の投稿

を管理している訴外株式会社 eマ ンション (以下 「eマ ンション」という。)
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が永海ら投稿行為のために人件費として上記金額を支出し,被 告会社がその

全額を負担したことが認められる。

この点に関しても,上 記新採用の従業員は被告会社の正社員として採用さ

れており (証人山本),同 従業員の業務が本件掲示板の監視に限定されてい

たとの証拠はなく,同 掲示板が閉鎖された後も退職することなく被告会社の

他の業務に従事していること (証人山本)に 照らせば,eマ ンションの支出

した人件費の全てが永海ら投稿行為に対応するために支出されたことを認め

るには足りないが,そ の人件費の
一部は,損 害額の算定において掛酌する必

要がある。

他方で,本 件掲示板が最終的に閉鎖に追い込まれたのは,被 告会社が,平

成 22年 3月 8日 に原告会社に関するスレッドを削除ないし閉鎖した後も,

原告会社を,非難する利用者からの書き込みが繰り返されたことによるもので

あること (証人山本)か らすれば,本 件掲示板の閉鎖についての責任を全て

原告会社に帰責させるのは適当でないこと,永 海ら投稿行為が行われる前後

で被告会社の本件掲示板への訪問者及び広告収入がどの程度減少したのかと

いう点について具体的な証拠はないこと (第2事件等原告福井)な どの事情

を総合的に考慮すれば,永 海ら投稿行為によつて被告会社が受けた業務妨害

による損害を填補するためには 100万 円が相当であり,弁 護士費用の損害

としては,そ の.1割に相当する10万 円を認めるのが相当である。

(2)第 2事件等原告福井に対する損害額について

上記のとおり,永 海ら投稿行為のうち,別 紙主張整理表 3の番号 19及 び

24の 投稿を除く投稿は,第 2事件等原告福井に対する誹謗中傷,名 誉毀損

行為及び脅迫行為として不法行為になるところ,こ れらの投稿は合計で25

回にも及ぶこと,そ の中には 「殺人事件に発展する」,「痛い目に遭わせる」

などといつた身体や生命の安全を脅かすような文言を用いた投稿も存在して

いたこと等の事情を総合的に考慮すれば,第 2事件等原告福井に生じた損害
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を填補するためには 50万 円が相当であ り,弁 護士費用 としては, 5万 円が

本件不法行為 と相当因果関係にある額 として認めるのが相当である。

第 4 結 論

以上によれば,原 告会社の被告会社に対する本訴請求は, 10万 円及びこれ

に対する訴状送達の 日の翌 日である平成 21年 5月 20日 か ら支払済みまで民

法所定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから

これを認容 し,そ の余の請求についてはいずれも理由がないからこれを棄却す

る。

次に,被 告会社の原告会社に対する反訴請求は,第 3事 件被告永海 と連帯 し

て, 110万 円及びこれに対する反訴状送達の 日の翌 日である平成 22年 5月

1日 から支払済みまで民法所定の年 5分 の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で理由があるからこれを認容 し,そ の余の請求については理由がないか

らこれを棄却する。

また,第 2事 件等原告福井の原告会社に対する第 2事 件の請求は,第 3事 件

被告永海 と連帯 して, 55万 円及びこれに対する第 2事 件訴状送達の日の翌 日

である平成 22年 5月 1日 から支払済みまで民法所定の年 5分 の割合による遅

延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容 し,そ の余の請求に

ついては理由がないからこれを棄却する。

最後に,被 告会社 らの被告永海に対する第 3事 件の請求は,被 告会社につい

ては,原 告会社 と連帯 して, 110万 円及びこれに対する第 3事 件訴状送達の

日の翌 日である平成 23年 2月 17日 か ら支払済みまで民法所定の年 5分 の割

合による遅延損害金の支払を求める限度で,第 2事 件等原告福井については,

原告会社 と連帯 して, 55万 円及びこれに対する第 3事 件訴状送達の 日の翌 日

である平成 23年 2月 17日 から支払済みまで民法所定の年 5分 の割合による

遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるからこれを認容 し,そ の

余の請求については理由がないことからこれを棄却する。
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よって,主 文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 7部

裁判長裁判官  堀    内        明

裁判官  中    村        心

裁判官  森    山    由    孝
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(別紙)

当 事 者 目 録

東京都中央区銀座五丁 目14番 1号 銀座クイン トビル 6F

本訴原告,反 訴 ・第 2事 件被告

代表者代表取締役

第 3事 件被告

上記 2名 訴訟代理人弁護士

東京都港区南青山二丁 目11番 13号

本訴被告,反 訴 ・第 3事 件原告

代表者代表取締役

大阪府堺市西区鳳西町 2-1-1

第 2事 件 ・第 3事 件原告

上記 2名 訴訟代理人弁護士
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